
資源物等の

持ち去り対策を強化
①直接指導を強化します

②売却できない環境をつくります

③持ち去りにくい環境をつくります

‣警備会社による巡視パトロール

‣ 買取拒否宣言店の表示・宣言書の提出

‣ 持ち去り禁止意思表示テープ・チラシの配付


